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１）個別施設計画の策定・更新状況①

備考欄更新状況単位策定状況単位対象施設分
野

計画数施設数橋梁（橋長2m以上）

道
路 計画数施設数トンネル

計画数施設数大型の構造物

施設数施設数主要な河川構造物

計画数施設数ダム

計画数施設数砂防設備（砂防堰堤・床固工等）

砂
防 計画数施設数地すべり防止施設

計画数施設数急傾斜地崩壊防止施設

※国土交通省所管海
岸のみ(一部事務組
合、港務局を含む)

計画数地区
海岸数堤防・護岸・胸壁等

海
岸

計画数地区
海岸数水門及び樋門・陸閘・排水機場

計画数事業者数水道施設

※下水道法(H27改正)に基づく事業計画を
個別施設計画としている
※特別区は政令指定都市に含む
※一部事務組合等はその他の市町村に含む

実施
主体数

実施
主体数管路施設、処理施設、ポンプ施設

※一部事務組合、港
務局を含む
※公共の港湾施設の
うち、海上物流に資す
る主要な施設

計画数施設数係留施設

港
湾

計画数施設数外郭施設

計画数施設数臨港交通施設

計画数施設数廃棄物埋立護岸

計画数施設数その他

更新済 未更新（期間内） 未更新（期間超過）策定完了 策定未了
※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

水道

下水道

河川
・

ダム

※個別施設計画の策定・更新状況は令和6年3月末時点

1.0%

3.3%

0.9%

0.3%

0.2%

0.3% 1.0%

0.2%

1.1%

0.3%

0.2%

5.1%
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１）個別施設計画の策定・更新状況②

策定完了 策定未了

備考欄更新状況単位策定状況単位対象施設分
野

計画数施設数空港土木施設（滑走路、誘導路、エプロン）

空
港 計画数施設数空港土木施設（幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸）

計画数施設数空港機能施設（航空旅客の取扱施設）

計画数施設数鉄道（線路（橋梁、トンネル等構造物））

鉄
道 計画数施設数軌道（線路建造物）

計画数施設数索道

計画数施設数橋
自
動
車
道

計画数施設数トンネル

計画数施設数大型の構造物（門型標識等）

計画数施設数航路標識（灯台、灯標、立標、浮標、無線方位信号所等）

計画数施設数都市公園（国営公園）
公
園

計画数施設数都市公園

※(UR)住棟数
※(公社賃貸住宅)
管理戸数1,000戸以
上

主体数主体数公営住宅

住
宅 施設数施設数UR賃貸住宅

計画数施設数公社賃貸住宅

※各府省庁の行動計画において個別施設計
画の策定対象としている施設数計画数施設数庁舎等

更新済 未更新（期間内） 未更新（期間超過）※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

航路
標識

官庁
施設
※個別施設計画の策定・更新状況は令和6年3月末時点

0.9%

5.3%

0.9%

0.4%

0.1% 2.3%



未策定施設に対する取組策定遅延理由主な策定主体策定率見込み
(R7.3末時点)

策定率
（R6.3末時点）対象施設分野

・老朽化対策の課題を継続的に把握・共有し、効果的な対策の
推進を図ることを目的に各県に設置している道路メンテナンス会
議において、改めて計画策定状況を周知し、早急に策定されるよ
う助言、優良事例の紹介等、支援を行う。

・道路メンテナンス事業補助制度において、計画の策定を補助要
件としていることを改めて周知することにより、令和６年度中の策
定を促す。

・予算不足等により・物理的に策定が間に合わなかった。
・15m以上の大規模な橋梁を優先的に計画策定していたため、
2m以上15m未満の橋梁について未策定。

・対象数が少ないかつ、車両の通れない人道トンネル(小規模断
面)であり、管理が可能であるため計画策定は不要と考えていた。

・修繕を実施する予定が無いことから修繕計画を作成していな
かったが、必要性を鑑み、令和6年度中に策定できるよう進めて
いく予定。

道路管理者
（都道府県・
政令市等、
市区町村）

100％

99.8％
（未策定：1,504施設）

橋梁（2ｍ以上）
（全729,333施設）

道路
99.7％

(未策定：32施設)
トンネル

（全11,587施設）

99.8％
（未策定：73施設）

大型の構造物
（全42,281施設）

・地方自治体を対象とした各種会議等を通して、行動計画の周知
を行い、新規策定のみならず更新についても周知・徹底を図る。・新たに完成した施設があり、現在策定中のため。

河川管理者
(都道府県・

政令市)
99.3％

※R8.3策定完了見込み
98.9％

（未策定：226施設）
主要な河川構造物
（全19,800施設）

河川・ダム

・策定完了見込み時期のR7年3月までに策定できるように、適宜
進捗状況の確認を行い、必要に応じて助言、支援を行う。

・新たに完成し管理開始した施設であり、現在策定中であり、策
定に時間を要しているため。

ダム管理者
(都道府県・
独立行政法

人)
100％99.7％

（未策定：2施設）
ダム

（全575施設）

・個別施設計画(長寿命化計画)を未策定の海岸管理者に対して、
策定に向けた技術支援等により、個別施設計画(長寿命化計
画)の早期の策定を促す。

・インフラ長寿命化計画の策定について財政措置が厳しく策定委
託ができなかったため。

・現在工事施工中であり、工事完了次第、個別施設計画(長
寿命化計画)を策定するため。

海岸管理者
(都道府県・
市区町村等)

99.7％
※R9.3策定完了見込み

99.7％
（未策定：13地区海岸）

堤防・護岸・胸壁等
（全4,723地区海岸）

海岸

99.9%
※R9.3策定完了見込み

99.9％
（未策定：4地区海岸）

水門及び樋門・陸閘・排
水機場

(全2,064地区海岸)

■個別施設計画策定率100%未満の施設に対する各分野の対応
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１）個別施設計画の策定・更新状況③



未策定施設に対する取組策定遅延理由主な策定主体策定率見込み
(R7.3末時点)

策定率
（R6.3末時点）対象施設分野

■個別施設計画策定率100%未満の施設に対する各分野の対応
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１）個別施設計画の策定・更新状況④

毎年行われる主管課長会議等の会議の場を利用して、長寿命化
計画策定の推進について周知する。

限られた予算の中で公園施設の老朽化対策等も実施する必要
があり、一部の地方公共団体では計画の予算の確保が厳しく、
計画未策定の施設がある。また、次回の計画更新時まで未策定
としている施設がある自治体もある。

公園管理者
（都道府県・
政令市、市区

町村）
90.0%89.7％

（未策定：8,765施設）
都市公園

（全76,227施設）公園

・事業主体向けの各種会議(公営住宅整備事業等担当者連絡
会議(年２回)開催等)及び予算ヒアリングの場等において、早急
な計画策定を促すとともに、未策定の事業主体へは個別に働き
かけを行う。また、交付金・補助金事業の実施には、計画策定が
必要であることを改めて周知する。

・事業主体における計画策定に係る人員(マンパワー)が確保でき
ないこと等による。

住宅管理者
(市区町村)

97.9％
※R10.3策定完了見込み

97.6％
(未策定：38事業主体)

公営住宅
(全1,602事業主体)

住宅

・事業主体との会議や研修会の場等において、早急な計画策定を
促すとともに、未策定の事業主体へは個別に働きかけを行う。・事業主体において、事業手法の検討に時間を要しているため。住宅管理者99.6％99.6％

（未策定：6施設）
公社賃貸住宅

（全1,600施設）

・今後所管府省として、施設管理者への保全指導等を通じ、官庁
施設情報管理システム(BIMMS-N)を用いた個別施設計画の
作成・更新方法を周知し、適切な作成・更新の支援・働きかけを
行う。

・新規追加された施設において、調査期間内での策定が間に合
わず、策定未完了となっている。国100％99.9％

（未策定：3施設）
庁舎等

（全5,379施設）官庁施設



9

２）点検・診断／修繕・更新状況①

点検の基準等修繕対象数に占める
修繕完了数の割合

点検対象数に占める
点検完了数の割合単位対象施設集計

時点
対象施設の

考え方点検頻度分
野

橋梁、トンネル等の定期
点検要領
(R6.3改訂)

施設数橋梁（橋長2m以上）

R6年3月末

(点検) R6.3末時点
の施設数のうち、供用
後5年以内などを除いた
施設数

(修繕) 点検の結果、
判定区分Ⅲ・Ⅳの施設

5年に1度道
路 施設数トンネル

施設数大型の構造物

施設数主要な河川構造物
R6年3月末

(点検)
河川法等に基づく点検の対象施設

(修繕)
[河川]点検時点において措置段階(D)
相当の事後保全対策が必要な施設を対
象
[ダム] 健全度判定区分において「速やか
に措置が必要(Ｂ１判定)」及び「直ちに
措置が必要(Ａ判定)」と判定された施設

毎年
河
川
・
ダ
ム 施設数ダム

砂防関係施設の長寿命
化計画策定ガイドライン
(案)(R4.3改訂)

砂防関係施設点検要
領(案)(R4.3改訂)

施設数砂防設備（砂防堰堤・床固工等）
(点検)
R2年3月末
(修繕)
R6年3月末

(点検) 全施設
(修繕) 要対策と判定
された砂防関係施設の
うち、社会的影響が大き
く、特に緊急を要する施
設

最長10年に
1度
健全度が「経
過観察」「要
対策」の施設
は原則5年に
1度以上

砂
防 施設数地すべり防止施設

施設数急傾斜地崩壊防止施設

海岸保全施設維持管
理マニュアル
(R5.3一部変更)

施設数堤防・護岸・胸壁等
R6年3月末

(点検) 全施設
(修繕) Aランク(措置段階)、
Bランク(予防保全段階)を対
象施設としている(修繕完了
済み施設を含む)

5年に1度海
岸 施設数水門及び樋門・陸閘・排水機場

水道施設の点検を含む維
持・修繕の実施に関するガイ
ドライン（R5.3改訂）

事業者数水道施設R5年3月末
(点検) 水密性を有するコンクリート構造物
及び水の供給又は当該道路、河川、鉄道等に
大きな支障を及ぼすおそれがある水管橋等
(修繕) 水道施設の点検結果等を踏ま
えて、修繕等の措置が必要と判断した施設

5年に1度水
道

下水道維持管理指針
(H26.9改訂)

施設延長
（ｋｍ）管路施設R5年3月末

(点検) 腐食のおそれが大きい
管路施設を対象とした2巡目点
検(R3年度～R7年度)の実施
状況
※ 点検対象施設数は施設の新設
や防食対策等の実施により変動

(修繕) R2.3末時点で緊急度
Ⅰ判定となった管渠の対策状況

5年に1度
(R3～R7年)

下
水
道

港湾の施設の点検診断
ガイドライン
(H26.7策定、R3.3一
部変更)

港湾の施設の維持管理
計画策定ガイドライン
（H27.4策定、R5.3
一部変更）

施設数係留施設

R6年3月末

(点検) 技術基準
対象施設

(修繕) 性能低下
度「A」「B」と評価さ
れた施設のうち、施
設管理者により補
修・修繕等が必要だ
と判断された施設等

主に5年
に1度

港
湾

施設数外郭施設

施設数臨港交通施設

施設数廃棄物埋立護岸

施設数その他

堤防等河川管理施設及び河道の点検
要領(Ｒ5.3改定)、中小河川の堤防
等河川管理施設及び河道の点検要領
(H29.3改定)、河川砂防技術基準維
持管理編(ダム編)(H28.3改定)、揚
排水ポンプ設備技術基準(H26.3策
定)

修繕等完了 修繕等着手済(未完了) 修繕等未着手点検完了 点検未完了

※１巡目点検が完了、2巡目点検の進捗を表示
※処理施設及びポンプ施設の点検完了率は100％

※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

修繕・更新等の対象施設なし

8.0% 2.7%

5.9%

0.1%

0.2%

1.2% 海岸分野については精査中のため、別途
公表する

0.1%
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２）点検・診断／修繕・更新状況②

点検完了 点検未完了

点検の基準等修繕対象数に占める
修繕完了数の割合

点検対象数に占める
点検完了数の割合単位対象施設集計

時点
対象施設の

考え方点検頻度分
野

空港内の施設の維持管
理指針
(H26.3改訂)

施設数空港土木施設
（滑走路、誘導路、エプロン）

R6年3月末

(点検) 全施設
(修繕) 定期点検の結果、
修繕対象となった滑走路等
基本施設について、異常個
所の更新・改良の修繕計画
(実施年次、工法検討)を含
め、修繕に着手した割合

3年に1回

空
港 施設数空港土木施設

（幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸）
5年に1回

建築基準法第12条等
（自主点検を含む）施設数空港機能施設（航空旅客の取扱施設）

(点検) 全施設
(修繕) 事後保全段階にあ
る施設

毎年

鉄道に関する技術上の
基準を定める省令第90
条及び告示、軌道運転
規則第13条、索道施設
に関する技術上の基準
を定める省令第42条及
び告示

施設数鉄道（線路（橋梁、トンネル等構造物））

R6年3月末

(点検) 橋梁、トン
ネルその他構造物、
軌道、索道施設

(修繕) R元年度
の施設検査の結果、
予防保全が必要な
鉄道施設

(鉄道・軌道)
2年に1回

鉄
道

施設数軌道（線路建造物）

一般自動車道の定期点
検要領
(Ｈ29.3改訂)

施設数橋

R6年3月末
(点検) 全施設

(修繕) 事後保全
段階にある施設

毎年
自
動
車
道

施設数トンネル

施設数大型の構造物（門型標識等）

航路標識等保守要領
(H30.3改訂)施設数

航路標識
（灯台、灯標、立標、浮標、無線方位信号所
等）

R6年3月末
(点検) RC造(耐震対策
分除く)
(修繕) 点検対象施設のう
ち、健全と判定された数を引
いた基数

10年に1度
※上記施設点検のほ
か、定期的な確認を
年１回程度実施

都市公園における遊具
の安全確保に関する指
針
(H26.6改訂)

施設数都市公園（国営公園）

R6年3月末

(点検) 遊具を有する
都市公園
(修繕) 安全点検の
結果、要措置と判断さ
れた遊具のあった都市
公園

毎年公
園

施設数都市公園

平成20年国土交通省告示
第282号、事業主体(Ｕ
Ｒ)独自のマニュアル等
（H26.3、R4.9改訂）

主体数公営住宅

R6年3月末

＜公営住宅＞
(点検) 借り上げ公営住宅
を除いた、建築基準法に基
づく点検(敷地・構造に限る)
の対象施設
(修繕) 法定点検の結果、
要是正事項があった自治体
数

＜UR賃貸住宅＞
（点検・修繕）全施設

3年に1度住
宅

施設数UR賃貸住宅

建築基準法第12条、
官公庁施設の建設等
に関する法律第12条等

施設数庁舎等R6年3月末

（点検）全施設（小
規模施設・無人施設・
公借民借の施設等を
除く）
（修繕）施設状況の
確認の結果、修繕等が
必要な施設

毎年

修繕等完了 修繕等着手済(未完了) 修繕等未着手

点検の結果、修繕を必要とする対象は
速やかに修繕を実施済み

※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

官庁
施設

航路
標識

0.6%

1.1%

0.9%



健全度判定区分
区
分
数

単位対象施設分
野健全度判定区分

区
分
数

単位対象施設分
野

4施設数廃棄物埋立護岸
港
湾

4施設数橋梁（橋長2m以上）

道
路 4施設数その他4施設数トンネル

3施設数空港土木施設
（滑走路、誘導路、エプロン）空

港
4施設数大型の構造物

4施設数空港土木施設（幹線排水、共
同溝、地下道、橋梁、護岸）4施設数主要な河川構造物河

川
・
ダ
ム 2施設数鉄道

（線路(橋梁、トンネル等構造物)）

鉄
道

4施設数ダム

2施設数軌道（線路建造物）3施設数砂防設備（砂防堰堤・床固工等）

砂
防 2施設数索道3施設数地すべり防止施設

4施設数橋
自
動
車
道

3施設数急傾斜地崩壊防止施設

4施設数トンネル4施設数堤防・護岸・胸壁等
海
岸

4施設数大型の構造物（門型標識等）4施設数水門及び樋門・陸閘・排水機場

4施設数航路標識（灯台、灯標、立標、
浮標、無線方位信号所等）2事業者数水道施設水

道

4施設数都市公園（国営公園）
公
園

4施設延長
（ｋｍ）管路施設

4施設数都市公園4施設数係留施設

港
湾 4施設数公営住宅4施設数外郭施設

2施設数庁舎等4施設数臨港交通施設

11

３）施設の健全性

健全度（高） 健全度（低）
〔健全度判定区分〕

A(異常なし) B(要監視段階) C(予防保全段階) D(措置段階)

C(健全) B2(要監視段階) B1(予防保全段階) A(事後保全段階)

劣化なし(健全) 緊急度Ⅲ(予防保全段階) 緊急度Ⅱ(予防保全段階) 緊急度Ⅰ(予防保全段階)

A(健全) B(予防保全段階) C(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(予防保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ｓ～Ａ2(健全) Ａ1(予防保全段階)

Ｓ～Ａ2(健全) Ａ1(予防保全段階)

(健全) (予防保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

d(健全) c(予防保全段階) b(事後保全段階) a(事後保全段階)

点検したが要措置なし 措置済み 着手済み 要応急対策施設
(健全) (予防保全段階) (予防保全段階) (事後保全段階)

～35 36～50 51～70 71～
※判定区分が無いため、供用年数で整理

※２巡目点検（R3年度～）
における詳細調査結果による
判定区分（R４年度末時点）

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

事後保全段階

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(事後保全段階)

①(健全) ②(予防保全段階)

点検したが要措置なし 措置済み 着手済み 要応急対策施設
(健全) (予防保全段階) (予防保全段階) (事後保全段階)

※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

○(健全) ×(事後保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

航路
標識

官庁
施設

公営
住宅

下水道

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(事後保全段階)

A(対策不要) B(経過観察) C(要対策)

A(対策不要) B(経過観察) C(要対策)

A(対策不要) B(経過観察) C(要対策)

※施設の健全性は令和6年3月末時点
水道、下水道については令和5年3月末時点



令和5年度中に策定・改訂した内容整備時期内容分野
点検品質のばらつきや記録すべき所見の内容にばらつきがあったことから、定期点検の質の確保(健全性の診断に係る技術
的根拠)と記録の合理化を行った。

平成26年6月、平成31年2月改訂
令和6年3月改訂橋梁、トンネル等の「定期点検要領」を策定道路

標準的な河川の区間区分の提示、それに応じた点検方法を設定するとともに、中小河川の特性や点検の目的及び方法に
適した評価を導入。平成29年3月、令和6年3月改訂中小河川の堤防等河川管理施設及び河道点検要領を策定

河川
平成28年3月、平成29年3月ダム・堰施設技術基準、及び揚排水ポンプ設備技術基準を改定

平成28年3月河川砂防技術基準維持管理編（ダム編）の策定ダム
平成26年6月、平成31年3月改訂、
令和2年3月改訂、令和4年3月改訂『砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）』を策定

砂防
平成26年9月、平成31年3月改訂、
令和2年3月改訂、令和4年3月改訂『砂防関係施設点検要領（案）』を策定

平成26年3月、平成30年5月改訂、
令和2年6月改訂、令和5年3月一部変更海岸保全施設維持管理マニュアルの改訂

海岸
平成26年12月「海岸法の一部を改正する法律等」により、海岸保全施設に関する維

持・修繕の責務の明確化、維持又は修繕の技術的基準を定める

令和5年3月改訂版水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン水道

平成26年9月下水道維持管理指針の改訂下水道
平成26年7月

令和3年3月一部変更「港湾の施設の点検診断ガイドライン」の策定
港湾 平成27年4月、

令和5年3月一部変更「港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン」の策定

平成26年3月空港内の施設の維持管理指針の改訂空港
平成29年10月鉄道構造物等維持管理標準等の検証のとりまとめ

鉄道 平成29年11月、令和2年6月、
令和5年7月鉄道構造物等の維持管理の手引き

平成29年3月一般自動車道の維持管理要領の改訂自動車道

平成27年3月劣化診断マニュアルの策定、本格導入航路標識

平成27年4月公園施設の安全点検に係る指針（案）の策定
公園 平成14年3月、平成20年8月

平成26年6月都市公園における遊具の安全確保に関する指針の改訂

平成28年8月公営住宅等長寿命化計画策定指針の改訂公営住宅
UR住宅 平成26年３月、令和4年9月改訂事業主体（ＵＲ）独自のマニュアル等の改訂

平成27年5月、令和元年6月、
令和4年3月、令和5年3月、「電子基準点現地調査作業要領」の改訂観測施設

（測量標） 平成29年3月、平成30年1月改訂、
令和3年1月改訂「国土地理院験潮場保守及び測定要領」の策定 12

４）基準類の充実



５）数値指標の進捗状況①

■各分野の令和7年度末までの目標値に対する進捗状況（令和6年3月末時点）

道
路

13

河
川
・
ダ
ム

※1

※1 令和5年3月末時点での目標値
※2 「新技術を活用した自治体」の数は増加しているが、「新技術の活用を検討した自治体」の数が大幅に

増加した場合、割合として現状値が初期値よりも下回ることがある

目標値現状値初期値

100%92%－

橋梁の集約・撤去などコスト縮減に関する具体的方針や、
新技術等の活用に係る基本方針について、個別施設計
画に記載する管理者の割合

目標値現状値初期値

約73%83%約34%
１巡目点検の結果、早期に対策を講ずべき施設の
修繕等の着手率

目標値現状値初期値

100%80%14%
施設の集約・撤去、機能縮小等を検討した管理者の割合

目標値現状値初期値

50%36%39%

橋梁点検・トンネル点検において新技術の活用を検討した
自治体のうち、新技術を活用した自治体の割合（橋梁）

目標値現状値初期値

240技術246技術80技術
点検支援技術性能カタログに掲載された技術数

目標値現状値初期値

100%100%－
所管するインフラの台帳及び維持管理情報の
データベース導入率

目標値現状値初期値

100%30%－

河川：コスト縮減に関する具体的方針や、樋門・樋管等
の集約・撤去や新技術等の活用などの短期的な数値目
標及びコスト縮減効果について、個別施設計画に記載す
る管理者の割合

目標値現状値初期値

100%55%0%
河川：機能状態が令和2年3月末時点で予防保全段階
となっている内水排除施設の機械設備等の解消率

目標値現状値初期値

96%93%82%
ダム：早期に対策を講ずべき施設の修繕等の実施率

目標値現状値初期値

100%58%－

目標値現状値初期値

100%100%69%

目標値現状値初期値

10,000人8,900人6,459人

目標値現状値初期値

50%23%31%

目標値現状値初期値

100%34%－

目標値現状値初期値

100%25%－

目標値現状値初期値

86％86％70%

目標値現状値初期値

100%100%－

橋梁の集約・撤去や新技術活用などの短期的な数値目
標及びコスト縮減効果について、個別施設計画に記載す
る管理者の割合

１巡目の点検の結果、早期に対策を講ずべき施設の
修繕等の実施率

地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数

橋梁点検・トンネル点検において新技術の活用を検討した
自治体のうち、新技術を活用した自治体の割合（トンネル）

新技術等を活用した補助事業の割合
（現場条件等により活用がなじまない事業を除く）

ダム：コスト縮減に関する具体的方針や、新技術等の
活用などの短期的な数値目標及びコスト縮減効果に
ついて、個別施設計画に記載する管理者の割合

河川：令和3年3月末時点で予防保全段階にある施設
の解消率

河川：新技術等を活用した補助事業等の割合
（現場条件等により活用がなじまない事業を除く）

※1

初期値：第２次行動計画策定時の数値
現状値：令和6年3月末時点での数値（赤字は目標達成しているもの）
目標値：令和8年3月末時点での数値（一部指標を除く）

※2 ※2

・・・所管者としての取組
・・・管理者としての取組
・・・所管者+管理者としての取組



５）数値指標の進捗状況②

14

河
川
・
ダ
ム

※1

※3 令和7年3月末時点での目標値
※4 砂防・下水道の研修も含む
※5 令和6年3月末時点での目標値
※6 令和5年3月末時点での現状値

目標値現状値初期値

100%44%－

目標値現状値初期値

100%69%－

目標値現状値初期値

100%6%－

河川：三次元河川管内図を整備した水系の割合

目標値現状値初期値

100%49%－

目標値現状値初期値

100%65%－
水門･陸閘等のコスト縮減に関する具体的な方針について、
個別施設計画に記載する管理者の割合

目標値現状値初期値

100%41%－

目標値現状値初期値

85%85%77%

南海トラフ地震・首都直下地震等の大規模地震が
想定されている地域等における水門・陸閘等の安全な
閉鎖体制の確保率

目標値現状値初期値

100%63%0%
計画的な点検調査を行った下水道管路で、緊急度Ｉ判定
となった管路のうち、対策を完了した延長の割合

目標値現状値初期値

約1,400団体約650団体約100団体

適切なメンテナンスを推進するため、下水道使用料等
の収入面、維持修繕費等の支出面の更なる適正化に
取り組む団体数

目標値現状値初期値

100%69%－

目標値現状値初期値

9,900人9,128人4,832人

目標値現状値初期値

92.4%92.0%91.7%

目標値現状値初期値

100%96%47%

目標値現状値初期値

100%71%－

目標値現状値初期値

100%61%－

目標値現状値初期値

300箇所244箇所－

目標値現状値初期値

100%50%36%

地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数

UAVを活用した施設点検を実施した水系の割合

沖合施設のコスト縮減に関する具体的な方針について、
個別施設計画に記載する管理者の割合

汚水処理施設の集約により広域化に取り組んだ地区数

ダム：新技術等を活用した補助事業等の割合
（現場条件等により活用がなじまない事業を除く） ※3河川：航空レーザ測深（ALB）等を活用した水系の割合

※4

砂
防

コスト縮減に関する具体的方針や、新技術等の
活用などの短期的な数値目標及びコスト縮減効果に
ついて、個別施設計画に記載する管理者の割合

健全度評価において要対策と判定された砂防関係施設の
解消率

新技術等を活用した補助事業等の割合
（現場条件等により活用がなじまない事業を除く）

海
岸

※5

水門・陸閘等の統廃合や新技術の活用などの短期的な
数値目標及びコスト縮減効果について、個別施設計画に
記載する管理者の割合

目標値現状値初期値

87%87%84%
早期に対策を講ずべき事後保全段階の海岸堤防等の
修繕・更新の実施率

新技術等を活用した補助事業等の割合
（現場条件等により活用がなじまない事業を除く）

下
水
道

管路施設のマネジメントに向けた基本情報等の
電子化の割合

■各分野の令和7年度末までの目標値に対する進捗状況（令和6年3月末時点）

初期値：第２次行動計画策定時の数値
現状値：令和6年3月末時点での数値（赤字は目標達成しているもの）
目標値：令和8年3月末時点での数値（一部指標を除く）

・・・所管者としての取組
・・・管理者としての取組
・・・所管者+管理者としての取組

※6



５）数値指標の進捗状況③

15

港
湾

※1

目標値現状値初期値

100%25%－

目標値現状値初期値

100%61%56%

目標値現状値初期値

100%65%－

既存施設の統廃合、機能の集約化及び転換を検討した
港湾の割合

目標値現状値初期値

100%68%－

目標値現状値初期値

500人426人261人

目標値現状値初期値

100%70%38%

目標値現状値初期値

100%64%14%
令和元年度までの施設検査の結果、
予防保全が必要な鉄道施設の老朽化対策の完了率

目標値現状値初期値

100%92%0%
早期に対策を講ずべき施設の修繕等の実施率

目標値現状値初期値

79%65%55%
早期に対策を講ずべき施設の修繕等の実施率

目標値現状値初期値

87%85%83%

目標値現状値初期値

4,000人4,651人2,202人

目標値現状値初期値

100%100%100%

目標値現状値初期値

100%100%100%

目標値現状値初期値

100%86%－

目標値現状値初期値

1,000人3,119人586人

目標値現状値初期値

50人59人0人

目標値現状値初期値

100%75%0%

地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数

予防保全を適切に実施した割合

早期に対策を講ずべき施設の修繕等の実施率

維持管理にかかる情報のデータベースを導入した
港湾管理者の割合

空
港

鉄
道

浮標の年間交換基数の再編に向けた検証率

コスト縮減に関する具体的方針や、既存施設の統廃合、
機能の集約化及び転換や、新技術等の活用などの短期
的な数値目標及びコスト縮減効果について、個別施設計
画に記載する管理者の割合

新技術等を活用した補助事業等の割合
（現場条件等により活用がなじまない事業を除く）

コスト縮減に関する具体的方針や、既存施設の統廃合、
機能の集約化及び転換や、新技術等の活用などの短期
的な数値目標及びコスト縮減効果について、個別施設計
画に記載する管理者の割合

地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数 新技術等を活用した補助事業等の割合
（現場条件等により活用がなじまない事業を除く）

維持管理にかかる情報のデータベースを導入した
港湾管理者の割合

地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数

地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数

■各分野の令和7年度末までの目標値に対する進捗状況（令和6年3月末時点）

航
路
標
識

初期値：第２次行動計画策定時の数値
現状値：令和6年3月末時点での数値（赤字は目標達成しているもの）
目標値：令和8年3月末時点での数値（一部指標を除く）

・・・所管者としての取組
・・・管理者としての取組
・・・所管者+管理者としての取組

自
動
車
道



５）数値指標の進捗状況④

16

※1

目標値現状値初期値

1,050人1,135人403人

目標値現状値初期値

100%63%約36%

目標値現状値初期値

440人355人244人

予防保全の考え方に基づく都市公園長寿命化対策実施率

目標値現状値初期値

85%31%－

目標値現状値初期値

100%82%24%

目標値現状値初期値

17,000人17,446人12,633人

目標値現状値初期値

393人353人293人
気象レーダー施設：管理に係る研修を受けた人数

目標値現状値初期値

100%100%－
測量標：年次計画に基づく観測施設（測量標）
修繕の実施率

目標値現状値初期値

1,100者1,410者779者
インフラメンテナンス国民会議に参加する自治体数

目標値現状値初期値

100%100%27%

目標値現状値初期値

60団体51団体24団体

目標値現状値初期値

約50%約67%約27%

目標値現状値初期値

30施設37施設0施設

目標値現状値初期値

100%100%－

目標値現状値初期値

100%100%－

目標値現状値初期値

400件630件169件

ストック機能向上を目的に都市公園の
集約・再編を実施した公園管理者数

基本情報、健全性等の情報の集約化・電子化の割合

公園施設の維持管理にかかる情報の
集約化・電子化の割合

公
園

公
営
住
宅

インフラメンテナンス国民会議を通じた
新技術のシーズとニーズのマッチング数

航路標識管理に係る研修を受けた人数

特に老朽化した高経年の公営住宅の更新の進捗率

令和3年3月末時点で措置が必要な官庁施設の
長寿命化対策実施率 新たな合同庁舎の整備により集約された官庁施設数

気象レーダー施設：基本情報、健全性等の情報の
集約化・電子化の割合観

測
施
設

地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数

官
庁
施
設 目標値現状値初期値

100%100%100%
地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数 基本情報、健全性等の情報の集約化・電子化の割合

測量標：基本情報、健全性等の情報の
集約化・電子化の割合

分
野
横
断 目標値現状値初期値

3,000者2,986者2,100者
インフラメンテナンス国民会議の参加者数

■各分野の令和7年度末までの目標値に対する進捗状況（令和6年3月末時点）

初期値：第２次行動計画策定時の数値
現状値：令和6年3月末時点での数値（赤字は目標達成しているもの）
目標値：令和8年3月末時点での数値（一部指標を除く）

・・・所管者としての取組
・・・管理者としての取組
・・・所管者+管理者としての取組

航
路
標
識



（２）管理者別の状況
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１）個別施設計画の策定・更新状況（管理者別） ①

備考欄更新状況単位策定状況単位管理者区分対象施設分
野

計画数施設数国

橋梁（橋長2m以上）

道
路

計画数施設数都道府県

計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他の市区町村

計画数施設数その他
（高速道路会社）

計画数施設数国

トンネル

計画数施設数都道府県

計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他の市区町村

計画数施設数その他
（高速道路会社）

計画数施設数国

大型の構造物

計画数施設数都道府県

計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他の市区町村

計画数施設数その他
（高速道路会社）

施設数施設数国

主要な河川構造物

河
川
・
ダ
ム

施設数施設数都道府県

施設数施設数政令指定都市

更新済 未更新（期間内） 未更新（期間超過）策定完了 策定未了
※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

※個別施設計画の策定・更新状況は令和6年3月末時点

6.2%

1.5%

0.3%

5.7%

9.5%

0.1% 3.0%

1.3% 0.9%

0.1% 5.7%

0.5%

0.9%
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１）個別施設計画の策定・更新状況（管理者別） ②

備考欄更新状況単位策定状況単位管理者区分対象施設分
野

計画数施設数国

ダム

河
川
・
ダ
ム

計画数施設数都道府県

計画数施設数その他
（独立行政法人水資源機構）

計画数施設数国
砂防設備

（砂防堰堤・床固工等）

砂
防

計画数施設数都道府県

計画数主体数国
地すべり防止施設

計画数主体数都道府県

計画数主体数都道府県急傾斜地崩壊防止施設

※国土交通省所管海
岸のみ(一部事務組合、
港務局を含む)

計画数地区
海岸数都道府県

堤防・護岸・胸壁等

海
岸

計画数地区
海岸数政令指定都市

計画数地区
海岸数その他の市区町村

計画数地区
海岸数一部事務組合等

計画数地区
海岸数都道府県

水門及び樋門・陸閘・排水機場
計画数地区

海岸数政令指定都市

計画数地区
海岸数その他の市区町村

計画数地区
海岸数一部事務組合等

更新済 未更新（期間内） 未更新（期間超過）策定完了 策定未了
※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

※個別施設計画の策定・更新状況は令和6年3月末時点

4.0%

0.2%

0.9%

0.2%

0.3%
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１）個別施設計画の策定・更新状況（管理者別） ③

備考欄更新状況単位策定状況単位管理者区分対象施設分
野

計画数事業者数都道府県

水道施設水
道

計画数事業者数政令指定都市

計画数事業者数その他の市区町村

計画数事業者数一部事務組合等

計画数事業者数その他（私営）

※下水道法(H27改正)
に基づく事業計画を個別
施設計画としている
※特別区は政令指定都
市に含む

※一部事務組合等はその
他の市町村に含む

計画数事業者数都道府県

管路施設、処理施設、ポンプ施設
下
水
道

計画数事業者数政令指定都市

計画数事業者数その他の市区町村

※一部事務組合、
港務局を含む
※公共の港湾施設のうち、
海上物流に資する主要な
施設

計画数施設数国

係留施設

港
湾

計画数施設数都道府県

計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他の市区町村

計画数施設数一部事務組合等

計画数施設数都道府県

外郭施設
計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他の市区町村

計画数施設数一部事務組合等

更新済 未更新（期間内） 未更新（期間超過）策定完了 策定未了
※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

3.2%

5.5%
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１）個別施設計画の策定・更新状況（管理者別） ④

備考欄更新状況単位策定状況単位管理者区分対象施設分
野

※一部事務組合、
港務局を含む
※公共の港湾施設
のうち、海上物流に
資する主要な施設

計画数施設数都道府県

臨港交通施設

港
湾

計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他市区町村

計画数施設数一部事務組合等

計画数施設数都道府県

廃棄物埋立護岸
計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他市区町村

計画数施設数一部事務組合等

計画数施設数都道府県

その他
計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他市区町村

計画数施設数一部事務組合等

計画数施設数国

空港土木施設
（滑走路、誘導路、エプロン）

空
港

計画数施設数都道府県

計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他の市区町村

計画数施設数一部事務組合等

更新済 未更新（期間内） 未更新（期間超過）策定完了 策定未了
※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

1.5%
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１）個別施設計画の策定・更新状況（管理者別） ⑤

備考欄更新状況単位策定状況単位管理者区分対象施設分
野

計画数施設数国

空港土木施設
（幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸）

空
港

計画数施設数都道府県

計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他の市区町村

計画数施設数一部事務組合等

計画数施設数都道府県

空港機能施設
（航空旅客の取扱施設）

計画数施設数その他市区町村

計画数施設数その他
（旅客ターミナル運営事業者）

計画数事業者数その他（民間事業者）鉄道
（線路（橋梁、トンネル等構造物））

鉄
道

計画数施設数その他（民間）橋
自
動
車
道

計画数施設数その他（民間）トンネル

計画数施設数その他（民間）大型の構造物（門型標識等）

計画数施設数国航路標識（灯台、灯標、立標、浮標、無
線方位信号所等）

更新済 未更新（期間内） 未更新（期間超過）策定完了 策定未了

※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

航路
標識
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１）個別施設計画の策定・更新状況（管理者別） ⑥

備考欄更新状況単位策定状況単位管理者区分対象施設分
野

計画数施設数国都市公園（国営公園）

公
園

計画数施設数都道府県

都市公園 計画数施設数政令指定都市

計画数施設数その他の市区町村

計画数主体数都道府県

公営住宅

住
宅

計画数主体数政令指定都市

計画数主体数その他の市区町村

施設数施設数その他（UR都市機構）UR賃貸住宅

計画数施設数その他（公社）公社賃貸住宅

※各府省庁の行動計画におい
て個別施設計画の策定対象と
している施設数

計画数施設数国庁舎等

更新済 未更新（期間内） 未更新（期間超過）策定完了 策定未了
※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

官庁
施設

5.7%

0.4%

2.4%

3.0%

6.6%

2.5%

0.1% 2.3%
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２）点検・診断／修繕・更新状況（管理者別） ①

点検の基準等修繕対象数に占める
修繕完了数の割合

点検対象数に占める
点検完了数の割合管理者区分単位対象施設集計年対象施設の

考え方点検頻度分
野

橋梁、トンネル等の
定期点検要領
(R6.3改訂)

国

施設数橋梁（橋長2m以上）

R6年3月
末時点

(点検)
R6.3末時点の施
設数のうち、供用
後5年以内などを
除いた施設数

(修繕)
点検の結果、判
定区分Ⅲ・Ⅳの
施設

5年に1度道
路

都道府県

政令指定都市

その他の市区町村

その他（高速道路会社）

国

施設数トンネル

都道府県

政令指定都市

その他の市区町村

その他（高速道路会社）

国

施設数大型の構造物

都道府県

政令指定都市

その他の市区町村

その他（高速道路会社）

堤防等河川管理施設及び河
道の点検要領(Ｒ5.3改定)、
中小河川の堤防等河川管理
施設及び河道の点検要領
(H29.3改定)、河川砂防技
術基準維持管理編(ダム
編)(H28.3改定)、揚排水ポ
ンプ設備技術基準(H26.3策
定)

国

施設数主要な河川構造物R6年3月
末時点

(点検)
河川法等に基づく点検
の対象施設

(修繕)
点検時点において措置
段階(D)相当の事後保
全対策が必要な施設を
対象

毎年

河
川
・
ダ
ム

都道府県

政令指定都市

点検完了 点検未了 修繕等完了 修繕等着手済(未完了) 修繕等未着手※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

0.6%

0.9%

0.1%

0.2%

0.5%
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２）点検・診断／修繕・更新状況（管理者別） ②

点検の基準等修繕対象数に占める
修繕完了数の割合

点検対象数に占める
点検完了数の割合管理者区分単位対象施設集計年対象施設の

考え方点検頻度分
野

堤防等河川管理施設及び河
道の点検要領(Ｒ5.3改定)、
中小河川の堤防等河川管理
施設及び河道の点検要領
(H29.3改定)、河川砂防技
術基準維持管理編(ダム
編)(H28.3改定)、揚排水ポ
ンプ設備技術基準(H26.3策
定)

国

施設数ダムR6年3月
末時点

(点検)
河川法等に基づく点
検の対象施設
(修繕)
健全度判定区分におい
て「直ちに措置が必要
（A判定）」と判定され
た施設

毎年

河
川
・
ダ
ム

都道府県

その他（水資源機構）

砂防関係施設の長寿
命化計画策定ガイドラ
イン(案)
(R4.3改訂)

砂防関係施設点検要
領(案)
(R4.3改訂)

国
施設数砂防設備

（砂防堰堤・床固工等）(点検)
R2年3月
末時点

(修繕)
R6年3月
末時点

(点検)
全施設

(修繕)
予防保全を含め要
対策(C)と判定され
た砂防関係施設の
うち、社会的影響が
大きく、特に緊急を
要する施設を対象

最長10年に1度
健全度が「経過
観察」「要対策」
の施設は原則5
年に1度以上

砂
防

都道府県

国
施設数地すべり防止施設

都道府県

都道府県施設数急傾斜地崩壊防止施設

海岸保全施設維持管
理マニュアル
(R2.6改訂)

都道府県

施設数堤防・護岸・胸壁等

R6年3月
末時点

(点検)
全施設

(修繕)
Aランク(措置段
階)、Bランク(予
防保全段階)を
対象施設としてい
る(修繕完了済み
施設を含む)

5年に1回程度海
岸

政令指定都市

その他の市区町村

一部事務組合等

都道府県

施設数水門及び樋門・陸閘・
排水機場

政令指定都市

その他の市区町村

一部事務組合等

点検完了 点検未了 修繕等完了 修繕等着手済(未完了) 修繕等未着手
※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

0.1%

1.1%

4.6%

6.4%

修繕・更新等の対象施設なし

修繕・更新等の対象施設なし

海岸分野については精査中のため、別途
公表する
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２）点検・診断／修繕・更新状況（管理者別） ③

点検の基準等修繕対象数に占める
修繕完了数の割合

点検対象数に占める
点検完了数の割合管理者区分単位対象施設集計年対象施設の

考え方点検頻度分
野

水道施設の点検を含
む維持・修繕の実施に
関するガイドライン
（R5.3改訂）

都道府県

事業者数水道施設R5年3月
末時点

(点検)
全施設

(修繕)
水道施設の点検
結果等を踏まえて、
修繕等の措置が
必要と判断した施
設

5年に1度水
道

政令指定都市

その他の市区町村

一部事務組合等

その他

下水道維持管理指針
(H26.9改訂)

都道府県

施設延長
（ｋｍ）管路施設R5年3月

末時点

(点検)
腐食のおそれが大き
い管路施設を対象
とした2巡目点検
(R3年度～R7年
度)の実施状況
※ 点検対象施設数は
施設の新設や防食対
策等の実施により変動

(修繕)
R2.3末時点で緊急
度Ⅰ判定となった管
渠の対策状況

5年
(R3～R7年)
に1度

下
水
道

政令指定都市

その他の市区町村

港湾の施設の点検診
断ガイドライン(H26.7
策定、R3.3一部変
更)、港湾の施設の維
持管理計画策定ガイ
ドライン（H27.4策定、
R5.3一部変更）

国

施設数係留施設R6年3月
末時点

(点検)
技術基準対象施
設

(修繕)
性能低下度「A」
「B」と評価された施
設のうち、施設管理
者により補修・修繕
等が必要だと判断さ
れた施設等

主に5年
に1度

港
湾

都道府県

政令指定都市

その他の市区町村

一部事務組合等

点検完了 点検未了 修繕等完了 修繕等着手済(未完了) 修繕等未着手※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

2.6%

8.9%

3.8%

※１巡目点検が完了、2巡目点検の進捗を表示
※処理施設及びポンプ施設の点検完了率は100％

※１巡目点検が完了、2巡目点検の進捗を表示
※処理施設及びポンプ施設の点検完了率は100％

※１巡目点検が完了、2巡目点検の進捗を表示
※処理施設及びポンプ施設の点検完了率は100％

0.8%

3.0%
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２）点検・診断／修繕・更新状況（管理者別） ④

点検の基準等修繕対象数に占める
修繕完了数の割合

点検対象数に占める
点検完了数の割合管理者区分単位対象施設集計年対象施設の

考え方点検頻度分
野

港湾の施設の点検
診断ガイドライン
(H26.7策定、
R3.3一部変更)、
港湾の施設の維持
管理計画策定ガイ
ドライン（H27.4策
定、R5.3一部変
更）

都道府県

施設数外郭施設

R6年3
月末時
点

(点検)
技術基準対象
施設

(修繕)
性能低下度
「A」「B」と評価
された施設のう
ち、施設管理
者により補修・
修繕等が必要
だと判断された
施設等

主に5年
に1度港

湾

政令指定都市

その他の市区町村

一部事務組合等

都道府県

施設数臨港交通施設
政令指定都市

その他市区町村

一部事務組合等

都道府県

施設数廃棄物埋立護岸
政令指定都市

その他市区町村

一部事務組合等

都道府県

施設数その他
政令指定都市

その他市区町村

一部事務組合等

点検完了 点検未了 修繕等完了 修繕等着手済(未完了) 修繕等未着手※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

修繕・更新等の対象施設なし
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２）点検・診断／修繕・更新状況（管理者別） ⑤

点検の基準等修繕対象数に占める
修繕完了数の割合

点検対象数に占める
点検完了数の割合管理者区分単位対象施設集計年対象施設の

考え方点検頻度分
野

空港内の施設の維持
管理指針
(H26.3改訂)

国

施設数空港土木施設
（滑走路、誘導路、エプロン）

R6年3月
末時点

(点検) 
全施設

(修繕) 
定期点検の結
果、修繕対象と
なった滑走路等
基本施設につい
て、異常個所の
更新・改良の修
繕計画（実施
年次、工法検
討）を含め、修
繕に着手した割
合

3年に1回

空
港

都道府県

政令指定都市

その他の市区町村

その他（会社管理空港）

国

施設数
空港土木施設（幹線排
水、共同溝、地下道、橋梁、護
岸）

5年に1回

都道府県

政令指定都市

その他の市区町村

その他（会社管理空港）

建築基準法第12条
等（自主点検を含
む）

都道府県

施設数空港機能施設
（航空旅客の取扱施設）

(点検)
全施設

(修繕)
事後保全段階
にある施設

毎年 その他市区町村

その他（会社管理空港）

鉄道に関する技術上
の基準を定める省令第
90条及び告示、軌道
運転規則第13条、索
道施設に関する技術
上の基準を定める省令
第42条及び告示

その他（民間企業）施設数鉄道（線路（橋梁、トンネル
等構造物））

R6年3月
末時点

(点検) 橋梁、トン
ネルその他構造物、
軌道、索道施設

(修繕) R元年度
の施設検査の結
果、予防保全が必
要な鉄道施設

(鉄道・軌道)
2年に1回

(索道)
1年に1回以上

鉄
道 その他（民間企業）施設数軌道（線路建造物）

その他（民間企業）施設数索道

点検完了 点検未了 修繕等完了 修繕等着手済(未完了) 修繕等未着手

修繕・更新等の対象施設なし

※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。
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２）点検・診断／修繕・更新状況（管理者別） ⑥

点検の基準等修繕対象数に占める
修繕完了数の割合

点検対象数に占める
点検完了数の割合管理者区分単位対象施設集計年対象施設

の考え方点検頻度分
野

一般自動車道の定期
点検要領
(Ｈ29.3改訂)

その他
(民間企業、地方道路公社)施設数橋

R6年3月
末時点

(点検)
全施設

(修繕) 
事後保全段階
にある施設

毎年
自
動
車
道

その他
(民間企業、地方道路公社)施設数トンネル

その他
(民間企業、地方道路公社)施設数大型の構造物

（門型標識等）

航路標識等保守要領
(H30.3改訂)国施設数航路標識（灯台、灯標、立

標、浮標、無線方位信号所等）
R6年3月
末時点

(点検) RC造(耐震対策
分除く)
(修繕) 点検対象施設のう
ち、健全と判定された数を引
いた基数

10年に1度

都市公園における遊具
の安全確保に関する指
針
(H26.6改訂)

国施設数都市公園（国営公園）

R6年3月
末時点

(点検) 遊具を
有する都市公
園
(修繕) 安全
点検の結果、
要措置と判断さ
れた遊具のあっ
た都市公園

毎年公
園

都道府県

施設数都市公園 政令指定都市

その他の市区町村

平成20年国土交通
省告示第282号、事
業主体(ＵＲ)独自の
マニュアル等
（R元.10改訂）

都道府県

主体数公営住宅
R6年3月
末時点

＜公営住宅＞
(点検)
借り上げ公営住宅を
除いた、建築基準法
に基づく点検(敷地・
構造に限る)の対象
施設
(修繕) 
法定点検の結果、要
是正事項があった自
治体数

＜UR賃貸住宅＞
（点検・修繕）
全施設

3年
(R3～5年)
に1度

住
宅

政令指定都市

その他の市区町村

その他（UR）施設数UR賃貸住宅

建築基準法第 12 条、
官公庁施設の建設等に
関する法律第 12 条等

国施設数庁舎等R6年3月
末時点

（点検）全施設（小規
模施設・無人施設・公借
民借の施設等を除く）
（修繕）施設状況の確
認の結果、修繕等が必
要な施設

毎年

点検完了 点検未了 修繕等完了 修繕等着手済(未完了) 修繕等未着手

点検の結果、修繕を必要とする対象は
速やかに修繕を実施済み

※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

航路
標識

官庁
施設

1.0%

0.4%

1.2%

0.9%



健全度判定区分
区
分
数

管理者区分単
位対象施設分

野健全度判定区分
区
分
数

管理者区分単
位対象施設分

野

4国

施設数主要な河川構造物

河
川
・
ダ
ム

4国

施設数橋梁
（橋長2m以上）

道
路

4都道府県4都道府県

4政令指定都市4政令指定都市

4国

施設数ダム

4その他の市区町村

4都道府県4その他
（高速道路会社）

4その他
（水資源機構）4国

施設数トンネル

3国
施設数砂防設備

（砂防堰堤・床固工等）

砂
防

4都道府県

3都道府県4政令指定都市

3国

施設数地すべり防止施設

4その他の市区町村

3県4その他
（高速道路会社）

3都道府県施設数急傾斜地崩壊防止施設4国

施設数大型の構造物

4都道府県

4政令指定都市

4その他の市区町村

4その他
（高速道路会社）

30

３）施設の健全性（管理者別）①

A(異常なし) B(要監視段階) C(予防保全段階) D(措置段階)

C(健全) B2(要監視段階) B1(予防保全段階) A(事後保全段階)

C(健全) B2(要監視段階) B1(予防保全段階) A(事後保全段階)

C(健全) B2(要監視段階) B1(予防保全段階) A(事後保全段階)

健全度（高） 健全度（低）
〔健全度判定区分〕 事後保全段階

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

A(対策不要) B(経過観察) C(要対策)

※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

A(異常なし) B(要監視段階) C(予防保全段階) D(措置段階)

A(異常なし) B(要監視段階) C(予防保全段階) D(措置段階)

A(対策不要) B(経過観察) C(要対策)

A(対策不要) B(経過観察) C(要対策)

A(対策不要) B(経過観察) C(要対策)

A(対策不要) B(経過観察) C(要対策)

※施設の健全性は令和6年3月末時点



健全度判定区分
区
分
数

管理者区分単位対象施設分
野

4都道府県

施設数堤防・護岸・胸壁等

海
岸

4政令指定都市

4その他の市区町村

4一部事務組合等

4都道府県

施設数水門及び樋門・陸
閘・排水機場

4政令指定都市

4その他の市区町村

4一部事務組合等

2都道府県

事業者数水道施設水
道

2政令指定都市

2その他の市区町村

2一部事務組合等

2その他

4都道府県

施設延長
（ｋｍ）管路施設

下
水
道

4政令指定都市

4その他の市区町村

３）施設の健全性（管理者別）②
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D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(事後保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(事後保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(事後保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(事後保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(事後保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(事後保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(事後保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(事後保全段階)

劣化なし(健全) 緊急度Ⅲ(予防保全段階) 緊急度Ⅱ(予防保全段階) 緊急度Ⅰ(予防保全段階)

劣化なし(健全) 緊急度Ⅲ(予防保全段階) 緊急度Ⅱ(予防保全段階) 緊急度Ⅰ(予防保全段階)

劣化なし(健全) 緊急度Ⅲ(予防保全段階) 緊急度Ⅱ(予防保全段階) 緊急度Ⅰ(予防保全段階)

健全度（高） 健全度（低）
〔健全度判定区分〕 事後保全段階

※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

健全度判定区分
区
分
数

管理者区分単位対象施設分
野

4国

施設数係留施設

港
湾

4都道府県

4政令指定都市

4その他の市区町村

4一部事務組合等

4都道府県

施設数外郭施設
4政令指定都市

4その他の市区町村

4一部事務組合等

4都道府県

施設数臨港交通施設

4政令指定都市

4その他の市区町村

4一部事務組合等

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

※施設の健全性は令和6年3月末時点
水道、下水道については令和5年3月末時点

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)
①(健全) ②(予防保全段階)

①(健全) ②(予防保全段階)

①(健全) ②(予防保全段階)

①(健全) ②(予防保全段階)

①(健全) ②(予防保全段階)



健全度判定区分
区
分
数

管理者区分単位対象施設分
野

4国

施設数
空港土木施設
（幹線排水、共同溝、地
下道、橋梁、護岸）

空
港

4都道府県

4政令指定都市

4その他の市区町村

4一部事務組合等

2その他
（民間企業）施設数

鉄道
（線路（橋梁、トンネル
等構造物））

鉄
道 2その他

（民間企業）施設数軌道（線路構造物）

2その他
（民間企業）施設数索道

4その他（民間企業、
地方道路公社）施設数橋

自
動
車
道

4その他（民間企業、
地方道路公社）施設数トンネル

4その他（民間企業、
地方道路公社）施設数大型の構造物

（門型標識等）

4国施設数
航路標識
(灯台、灯標、立標、浮標、
無線方位信号所等)

３）施設の健全性（管理者別）③
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Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(予防保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ｓ～Ａ2(健全) Ａ1(予防保全段階)

Ｓ～Ａ2(健全) Ａ1(予防保全段階)

(健全) (予防保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(事後保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(予防保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(予防保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(予防保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

健全度（高） 健全度（低）
〔健全度判定区分〕 事後保全段階

d(健全) c(予防保全段階) b(事後保全段階) a(事後保全段階)

※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

健全度判定区分
区
分
数

管理者区分単位対象施設分
野

4都道府県

施設数廃棄物埋立護岸

港
湾

4政令指定都市

4その他の市区町村

4一部事務組合等

4都道府県

施設数その他

4政令指定都市

4その他の地区長村

4一部事務組合等

3国

施設数
空港土木施設
(滑走路、誘導路、エプロン)空

港

3都道府県

3政令指定都市

3その他の市区町村

3その他
（会社管理空港）

A(健全) B(予防保全段階) C(事後保全段階)

A(健全) B(予防保全段階) C(事後保全段階)

A(健全) B(予防保全段階) C(事後保全段階)

A(健全) B(予防保全段階) C(事後保全段階)

A(健全) B(予防保全段階) C(事後保全段階)

航路
標識

Ⅰ(健全) Ⅱ(予防保全段階) Ⅲ(予防保全段階) Ⅳ(事後保全段階)

※施設の健全性は令和6年3月末時点

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)

D(健全) C(健全) B(予防保全段階) A(予防保全段階)



健全度判定区分
区
分
数

管理者区分単位対象施設分
野健全度判定区分

区
分
数

管理者区分単位対象施設分
野

4都道府県

施設数公営住宅住
宅

4国施設数都市公園
（国営公園）

公
園

4政令指定都市4都道府県

施設数都市公園 4その他の市区町村4政令指定都市

2国施設数庁舎等4その他の市区町村

３）施設の健全性（管理者別）④
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点検したが要措置なし 措置済み 着手済み 要応急対策施設
(健全) (予防保全段階) (予防保全段階) (事後保全段階)

点検したが要措置なし 措置済み 着手済み 要応急対策施設
(健全) (予防保全段階) (予防保全段階) (事後保全段階)

点検したが要措置なし 措置済み 着手済み 要応急対策施設
(健全) (予防保全段階) (予防保全段階) (事後保全段階)

点検したが要措置なし 措置済み 着手済み 要応急対策施設
(健全) (予防保全段階) (予防保全段階) (事後保全段階)

～35 36～50 51～70 71～
※判定区分が無いため、供用年数で整理

○(健全) ×(事後保全段階)

～35 36～50 51～70 71～
※判定区分が無いため、供用年数で整理

～35 36～50 51～70 71～
※判定区分が無いため、供用年数で整理

健全度（高） 健全度（低）
〔健全度判定区分〕 事後保全段階

※小数点以下２位を四捨五入等しているため、合計が100％にならない場合がある。

官庁
施設

※施設の健全性は令和6年3月末時点


